
 

さいたま市水道局告示第２７号 
令和８年度の配給水管等修繕業務について、下記のとおり公募型指名競争入札を行うので公告す

る。 
令和８年２月９日 

さいたま市水道事業管理者 小 島 豪 彦 
 
１ 入札対象案件 

⑴ 件名   配給水管等修繕業務【単価契約】（その１） 
⑵ 修繕場所 さいたま市給水区域内（さいたま市水道局指定場所） 
⑶ 履行期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 
⑷ 修繕概要 配給水管等の漏水の修繕 

２ 入札の場所及び日時 
⑴ 入札場所 さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ 

さいたま市水道局 水道庁舎第一会議室 
⑵ 入札日時 令和８年３月３日（火） 午前１０時００分 

３ 入札に参加できる者の形態 
  単体企業 
４ 参加申込資格の要件 
  本件に参加できる者は、次の⑴に掲げる要件のすべてを満たす者で、かつ⑵又は⑶のいずれかの

要件を満たすものとする。 
⑴  絶対的要件 

ア 本公告日において、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（建設工事）の業種、

「管工事業」で登載されている者であること。 
イ さいたま市内に本店を有していること。 
ウ 本公告日において、政令等で定めるさいたま市水道局指定給水装置工事事業者の指定が有効

であること。 
エ さいたま市水道事業管理者と災害時における協力に関する協定を締結している者であること。

ただし、協定を締結している協同組合等の組合員については、協定を締結しているものとみな

す。 
オ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定に該当しない者

であること。 
カ この入札の告示日から入札日までの間に、さいたま市水道局建設工事等請負業者入札参加停

止要綱（平成１３年５月１日設定）又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関

する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加停止又は入札参加除外の措置を受け

ていない者であること。 
キ 入札参加申込の日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てをしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１

年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決

定がされた者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又



 

は民事再生法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、入札参加申込の日にお

いて、別に定める競争入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載さ

れている者に限る。 
ク 本修繕専従の作業班は、修繕に必要な掘削機、骨材の搬入および建設発生土の搬出を円滑に

行うための車両を必要台数備えること。また、大規模な漏水が発生した場合は、速やかに応援

体制が組めること。 
ケ 本修繕に必要な工具類及び材料を常時保有すること。 
コ 月曜日から金曜日までの期間、午前８時３０分から午後５時００分までについては、専従の

作業班を待機させ、さいたま市水道局の指示を受けた後、速やかに修繕に対応できること。 
サ 土曜日、日曜日、休日及び年末年始（１２月２９日から１月３日までの日をいう。）の午前

８時３０分から午後５時００分までについては、専従の作業班を待機させ、さいたま市水道局

の指示を受けた後、速やかに修繕に対応できること。 
シ 午後５時００分から翌日午前８時３０分までについては、専従の作業班を待機させ、さいた

ま市水道局の指示を受けた後、速やかに修繕に対応できること。 
⑵ 過去にさいたま市水道局が発注した本業務を契約し、完了させた実績があること。 
⑶ 次の要件を満たしていること。 

ア 本公告日において、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（建設工事）の業種

「管工事業」に、等級区分が「Ａ級」で登載されていること。 
イ 令和４年度から令和６年度において、さいたま市内の給水管新設、改造又は撤去工事の申請

をし、完了させた実績が、各年度につき３０件以上あること。（配水支管布設工事、老朽管布

設替工事及び切回し工事に伴うものを除く。） 
ウ 地方公共団体（水道事業管理者を含む）が発注する同種修繕業務について過去３回以上契約

し、完了させた実績があること。 
５ 入札参加申込等 

入札に参加を希望する者は、下記の書類を持参して参加の申請をしなければならない｡ 
⑴ 公募型指名競争入札参加申込書 
⑵ 公募型指名競争入札参加資格等確認資料 
⑶ 確約書 

  ※ 提出する書類は、添付書類以外すべて配付した様式を使用することとし、打ち直した様式で

の申請は、受け付けない｡ 
⑷ 添付書類 

ア ４⑴ア、イ、ウ及びエについては、参加申込資格のあることを証する書面 
イ ４⑴オ、カ、ク、ケ、コ、サ及びシについては、確約書 
ウ ４⑴キについては、確約書及び経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し（有効

かつ最新のもの） 
エ ４⑵については、当該事実を証明する契約書の写し及び検査結果通知書の写し 
オ ４⑶ウについては、当該事実を証明する契約書の写し及び検査結果通知書の写し 
カ 建設業許可通知書の写し（申請日現在有効なもの） 

⑸ 参加申込書等の提出方法 



 

ア 提出先  さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ 
さいたま市水道局業務部管財課（水道庁舎２階） 

イ 受付期間 令和８年２月９日（月）から令和８年２月１６日（月）まで 
ウ 受付時間 午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで 
エ 提出部数 １部 

⑹ 参加申込書等の受理 
明らかに入札参加資格がないと認められるときは、参加申込書等を受理しない｡ 

６ 入札参加者の指名 
⑴ さいたま市水道局契約審査委員会において、入札参加希望者の資格審査及び指名業者の選定を

行い、入札参加者として認められた者については、指名の通知を行うものとする。また、入札参

加者として認められなかった者については、公募型指名競争入札資格審査結果通知書によりその

旨を通知するものとする｡ 
⑵ 上記の通知は、令和８年２月２４日（火）午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時ま

での間に、さいたま市水道局業務部管財課において行うものとする｡ 
７ 設計図面及び仕様書（モデル修繕） 
  設計図面及び仕様書（以下「設計図書等」という｡）は、閲覧又は貸出の方法により供するもの

とし、閲覧又は貸出を希望する者は、設計図書等貸出申請書によりさいたま市水道局業務部管財課

へ申請し、承認を受けなければならない。 
⑴ 閲覧又は貸出場所 さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ 

さいたま市水道局業務部管財課 
⑵ 閲覧又は貸出期間 令和８年２月９日（月）から令和８年２月１６日（月）まで 
⑶ 受付時間     午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで 

８ 現場説明会 
  開催しない。 
９ 設計図書等に関する質問 
  設計図書等に関して質問がある場合は、次のとおり質疑応答書を持参により提出すること。 

⑴ 提出先  ５⑸アに同じ 
⑵ 受付期間 令和８年２月９日（月）から令和８年２月１６日（月）まで 
⑶ 受付時間 ５⑸ウに同じ 
⑷ 質問に対する回答 

  ア 閲覧場所 ５⑸アに同じ 
  イ 閲覧日  令和８年２月２４日（火） 
  ウ 閲覧時間 ５⑸ウに同じ 
１０ 入札に関する注意事項 

⑴ 入札の執行 
ア 入札参加資格がある旨の指名通知書を持参すること。 
イ 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格のない者は、

入札に参加できない。 
⑵ 入札書に記載する金額 



 

さいたま市水道局が用意したモデル設計図書により積算した額（税抜き）を記載すること。 
⑶ 提出書類 

ア 入札書を提出すること。 
イ 代理人をして入札する場合は、委任状を提出すること。 

⑷ 入札回数等 
ア 再度入札は、１回までとする。 
イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

⑸ 入札の辞退 
指名通知書の受領後であっても、入札を辞退することができる。 

⑹ 独占禁止法等関係法令の遵守 
入札にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）、さいたま市水道局建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年４月１日設定）等に

違反する行為を行ってはならない。 
⑺ その他 

ア 指名通知書に示す入札の時刻に遅刻した者は、入札に参加できない。 
イ 一度提出した入札書を書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 
ウ 落札とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、直ちに当該入札参加者にくじを引

かせ、落札者を決定する。この場合において、当該入札参加者は、くじを辞退することができ

ない。 
１１ 落札者の決定に係る最低制限価格の設定 

設定する。 
１２ 入札保証金 

さいたま市水道局契約事務規程（平成１３年さいたま市水道部企業管理規程第３４号。以下「契

約事務規程」という。）第３２条第１項で準用する第２２条の規定により免除する。 
１３ 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 
⑴ 入札者の押印のない入札書による入札 
⑵ 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のない入札書による入札 
⑶ 押印された印影が明らかでない入札書による入札 
⑷ 入札参加資格のない者のした入札 
⑸ 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書による入札 
⑹ 代理人で委任状を提出しない者がした入札 
⑺ 他人の代理を兼ねた者がした入札 
⑻ ２通以上の入札書を提出した者がした入札又は２以上の者の代理をした者がした入札 
⑼ 郵便、電報、電話及びファクシミリによる入札 
⑽ 明らかに連合によると認められる入札 
⑾ 虚偽の公募型指名競争入札参加申込書を提出した者がした入札 
⑿ その他公告事項に反した者がした入札 

１４ 落札者の決定 



 

契約事務規程第２４条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上

の価格をもって入札を行った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
１５ 契約形態 

⑴ 単価契約 
⑵ 単価の決定方法 

さいたま市水道局が設計した単価に落札率を乗じて得た額を契約単価とする｡ 
１６ 契約保証金 

契約事務規程第６条第８号の規定により免除する。 
１７ その他 

⑴ この公告の写し等は、次のとおり配布する。 
ア 配布書類等 この公告の写し及び参加申込書等の提出書類の用紙 
イ 配布場所  さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ 

さいたま市水道局業務部管財課（水道庁舎２階） 
ウ 配布期間  令和８年２月９日（月）から令和８年２月１６日（月）まで 
エ 配布時間  午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで 

⑵ 提出された参加申込書等は、返却しない。 
⑶ 当該契約と同種又は類似の契約を当該入札に参加した者と随意契約を締結する予定の有無 

   有 
⑷  令和８年度さいたま市水道事業会計予算の議決を条件として、本件契約が成立する。 

１８ 問い合わせ 
⑴ 入札及び契約に関すること 
  さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ 

   さいたま市水道局業務部管財課 
電話０４８－７１４－３０８０ 

⑵ 配給水管等修繕業務に関すること 
  さいたま市北区盆栽町２００－１ 

   さいたま市水道局給水部工務課 
電話０４８－７８２－６８４７ 


